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  １．事前の設定  

「社労法務システム」をインストールして、「労働保険年度更新」を始めようとした時、事前に必要

な設定の流れは、次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

「14：共通情報」で、共通情報を登録します。 

労働保険組合登録（組合がある場合のみ） 

事務組合銀行登録（組合に振込・振替がある場合） 

事業所を登録する 「1：事業所」で、事業所を登録します。 

事業所基本情報 新規登録 

労働保険 事業場登録（事業場が複数ある場合） 

「2：個人」で、個人情報を登録します。 

個人基本情報 新規登録 

（事業場が複数ある場合は、事業場登録） 

共通情報管理の登録 Ｐ４

～ 

  事業所・個人情報管理の登録と修正 Ｐ１～ 

  事業所・個人情報管理の登録と修正 Ｐ１～ 

賃金情報を入力する 

その１ 「5：賃金管理」「賃金台帳作成型手入力」 

「年調・社保・労保型手入力」で手入力します。 

その２ 「5：賃金管理」「テキストデータ入出力」 

    「年調・社保型賃金管理データ取込」  

    「台帳作成型賃金管理データ取込」から 

   取り込みます 

賃金情報は、 

労働保険業務 

算定基礎賃金入力報告書印刷画面でも 

直接入力できます 

共通情報を登録する 

個人情報を登録する 
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１－１．共通情報 「共通情報管理の登録マニュアル」を参照してください。 

 

１－２．事業所情報   

１－２－１．「1：事業所」内「07：労働保険 事業場登録」 

 労働保険が支店・営業所などのような事業場単位に成立している場合には、その事業場の名称、住  

 所、代表者名などを登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常、事業場コード「０」を本社と扱いますので、事業場は「１」以降の数字を振って登録して下

さい。（事業場コード「０」の登録は必要ありません。） 

 

１－２－２．労働保険の登録  「1：事業所」内「06：事業所労働保険訂正」 

詳細は「事業所・個人情報管理の登録マニュアル」P５をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①１－２－１．労働保険 事業場の登録で登録した事業場を選択します。 

① 
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１－３．個人情報  詳細は「事業所・個人情報管理の登録マニュアル」P２6 を参照してください。 

１－３－１．個人情報 労働保険 事業場の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①１－２－２．個人が所属する労働保険番号に登録されている事業場を選択します。 
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２．労働保険年度更新処理の流れ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別労働保険の場合 

事務組合の場合 

労働保険の基本的な流れとなります。 

事務組合の年度更新に必要な処理となります。 

「9：労働保険」「06 基本データ作成（指定年度分）から労働保

険の基礎データを作成します。 

マスタ情報の確認 

基本データを作成する 

「9：労働保険」「01 第１種特別加入者登録」から特別加入者の

登録・確認・印刷を行います。 

特別加入者データ 

登録・確認 

「9：労働保険」「08 一括有期事業 集計・印刷」で一括有期事

業の集計と帳票印刷を行います。 

一括有期データ 

 集計・印刷 

一括有期データ 

 登録・確認 

「9：労働保険」一括有期事業の「04 開始入力」「05 完了入力」

で一括有期事業の開始・完了情報を 

登録します。 

「11：事務組合」「賃金データ印刷」から、賃金データを貰うた

めの書込票を印刷します。 

（必要に応じて） 

賃金データ書込票 

印刷・賃金データ収集 

「9：労働保険」 

「17 労働保険関係チェックリスト」 

「18 月別労保賃金チェックリスト」 

「19 月別被保険者区分チェックリスト」で確認します。 
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月別データの確認 
「9：労働保険」月別集計区分訂正「23 区分別にて訂正」で 

個人毎月毎のデータを確認します。 

労働保険賃金集計 
「9：労働保険」「09 労働保険賃金集計」で労働保険番号毎 

月毎の賃金集計を行います。 

算定賃金等報告書等 

入力・確認・印刷 

「9：労働保険」 

「12 算定基礎 賃金調査資料印刷」 

「13 算定基礎賃金入力・報告書印刷」他 

から入力・確認・印刷をおこないます。 

保険料算出＆確認 

＆申告書印刷 

「9：労働保険業務」「15 保険料算出＆申告書印刷」から 

保険料算出と申告書の印刷を行います。 

事務組合保険料集計・ 

確認と申告書印刷 

「11：事務組合」「15 申告書印刷（事組・非メリット用）」から確認

と申告書を印刷します。 

事務組合関連帳票 

印刷・振替データ作成 

「11：事務組合」「印刷関係」から必要な帳票印刷と 

 口座振替データ作成を行います。 

第２種特別加入登録 

算出・申告書・印刷 

「10：事務組合」「第２種特別加入」から第２種特別加入の年度

更新業務を行います。 
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３．マスターデータの確認と労働保険基本データ作成 

３－１．マスターデータの確認  

３－１－１．労働保険関係チェックリスト 

「9：労働保険」内「労働保険関係チェック 

リスト」にて、労働保険の保険関係のデータを 

一覧表形式で印刷できるので、登録されている 

保険関係をチェックして下さい。 

印刷は、チェックを付けた事業所のみ印刷され 

ます。又、登録済みの全保険関係データをすべ 

て(消滅済みも含めて)印刷するか、指定期間に 

有効になっている保険関係のみを印刷するかを 

選択することができます。 

 

３－１－２．月別労保賃金チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「5：賃金管理」に賃金データが登録されている場合は、月別個人別で該当月の賃金や区分を一覧

で印刷・確認することができます。 

 

３－１－３．月別被保険者区分チェックリスト 

「9：労働保険」内「月別被保険者区分 

チェックリスト」にて、被保険者の区分一覧 

を印刷・確認することができます。 

区分訂正は、７－１．月別データの確認  

「月別集計区分訂正」にて行いますので、 

直接その画面で確認しても問題ありません。 

 

 



2026/03/27 VER621 社労法務システム for windows 操作マニュアル 

                                                                                                                   - 7 - 
 

３－２．労働保険基本データ作成 

３－２－１．「9：労働保険」内「基本データ作成（指定年度分）」 

  最初に本年度分の年度更新データを入れておくための保管ファイルを作成します。このファイルは

事業所・労働保険番号毎に作成されます。 

  最初に画面を開いたときは、下の表には事業所コードと事業所略称のみが表示されその他のデータ

は表示されていません。又、表の色も白になっているはずです。 

        該当確定年度の年度更新データはまだ作成されていない状態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－２．年度更新基本データ作成方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所情報に登録されている保険関係のマスターデータ 

指定した確定年度に対応し作成した年度更新データ 
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 ①処理コード「１：年更データ作成」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、ツールバーの 

「年更データ作成アイコン」をクリックします。 

 ②作成する労働保険番号を選択します。 

 ③選択した事業所の「5：賃金管理」にはいっているデータのうち、何月から何月で集計するのかを 

選択します。 

締め日が 4 月～3 月の給与月  締め日が所属する月が、4 月～3 月の賃金を集計します。 

支払日が４月～３月の給与月  支払日が所属する月が、４月～３月の賃金を集計します。 

常に４月～３月を設定    単純に賃金管理データ４月～３月表示月の賃金を集計します。 

■前年度のデータが存在する場合は、前年度の集計月と同じ設定にする。 

 選択をすると、前年度の労働保険業務を行なっている場合は、そのデータと同じ設定を 

 自動的に持ってきます。 

 ④完了ボタンをクリックします。 

 ⑤基本データが作成され、作成された保険関係に対応する上下の表の行は黄色で表示されます。 

 

ピンク色の表示がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜原因１＞ 

年度更新基本データを作成した後に、事業所労働保険関係のデータを変更した場合に、くいちがいが発

生したことを表します。 

＜対応１＞ 

該当の保険関係の年度更新基本データのみ再度作成して下さい。 

＜原因２＞ 

労働保険番号を後から変更した場合など、上下の表の間で対応関係を結ぶことができない場合。 

＜対応２＞ 

一度作成した、年度更新基本データ（下の表）を削除し、再度作成し直します。 
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一度作成した基本データを削除したい場合 

「9：労働保険」内「基本データ 

作成（指定年度分）」を開きます。 

 

①「年更データ削除」アイコンを 

クリックします。 

②削除したいデータを選択します。 

③完了ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

４．賃金データの整備 

４－１．賃金データ書込票作成・印刷 （賃金データ収集） ※ 事務組合の作業 ※ 

 給与計算を受託していない事業所や賃金管理を行っていない事業所から、集計済みの賃金を連絡して

もらう場合に、算定基礎賃金報告書・一括有期事業総括表又は賃金データ連絡表の形式で賃金部分以外

の項目を印字し賃金書込票として印刷することができます。 

４－１－１．建設・賃金データ書込票印刷（11：事務組合） 

１）事業所別に労働保険関係の一覧が表示されます。 

２）帳票選択欄で「算定基礎賃金報告書」か「一括有期事業総括表」かを選択して下さい。 

３）印刷したい労働保険の行の左端にある「印刷」欄にチェックを付けて下さい。 

「全選択」ボタンをクリックしたときは選んだ帳票に応じて「賃金集計」又は「請負金額」    

 に設定された労働保険が選択されチェックマークが付きます。 

４）印字項目毎に「印字する」「印字しない」を選択して下さい。 

５）「印刷」又は「プレビュー」を実施して下さい。 

４－１－2．［一括有期］賃金データ連絡表印刷＜組機６号乙＞（11：事務組合） 

   組機６号乙の様式に一括有期関連の書込票を印刷したい場合はこの画面で印刷をします。 

年度更新基本データが作成されていないと印刷ができません。 

   画面を開いた後【印刷項目選択】欄の『書き込み票』を選択して下さい。 

各印字項目毎に「印刷する」「印刷しない」を選択し、画面下部の表で印刷する労働保険に印刷

チェックを付け、「印刷」又は「プレビュー」を実施して下さい。 

４－１－3．［継続］賃金データ連絡表印刷＜組機６号甲＞（11：事務組合） 

   組機６号甲の様式に継続の賃金書込票を印刷したい場合はこの画面で印刷をします。 

年度更新基本データが作成されていないと印刷ができません。 
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５．第一種特別加入者データの整備 ※ 事務組合の作業 ※ 

５－１．第１種特別加入者データ登録 （9：労働保険-第 1 種特別加入者登録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「新規加入者追加登録」アイコンをクリックします。 

②加入年月日を入力します。脱退入力の場合は⑥をクリックし修正状態にして脱退年月日を入力します。 

③適用月数は自動的に設定されます。 

④日額を入力します。 

⑤完了ボタンをクリックします。 

⑥既登録者の内容を修正する場合は、「登録済みの加入者訂正」アイコンをクリックします。 

⑦既登録者を削除する場合は、「登録済みの加入者削除」アイコンをクリックします。 

 

 

この画面で入力された加入者のデータは特に集計処理をしなくても、「保険料算出」の画面で保険

料算出処理を行えば、自動的に保険料計算に取り込むことができます。 

 

５－２．第１種特別加入者一覧表印刷と CSV 出力 （9：労働保険-加入者一覧表印刷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

① 
② 

③ 
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①第１種特別加入者の一覧表が印刷できます。 

②第１種特別加入者データを CSV 出力することができます。 

③特例計算対象者の内訳を印刷することができます。 

 

５－３．第１種特別加入者データ変更 （9：労働保険-月数再設定＆日額訂正） 

入力済第一種特別加入者データの基礎日額・希望日額や適用月数の一括変更・データ削除ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

①表示するデータの対象を選択できます。 

②既に設定した希望日額を、本年度用に基礎日額の欄にコピーすることができます。 

 表の左端の選択欄に基礎日額を複写したい人のみチェックマークを付けて下さい。 

 「完了」ボタンをクリックすると希望日額が基礎日額にコピーされます。 

③基礎日額・適用月数・希望日額の一覧変更ができます。 

表の左端の選択欄にデータを変更する人にチェックを付けて下さい。 

希望日額・適用月数・基礎日額の欄に直接数値を入力して下さい。 

「完了」ボタンをクリックすると、データが変更されます。 

④加入者データを削除することができます。 

表の左端の選択欄に削除する人にチェックを付けて下さい。 

「完了」ボタンをクリックすると、加入者データが削除されます。 

⑤概算期間内に加入・脱退した人の適用月数を設定します。 

 表の左端の選択欄に月数再設定する人にチェックを付けて下さい。 

「完了」ボタンをクリックすると、年度に応じた月数が再設定されます。 

 該当者がいない場合は、対象者がいない旨のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
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６．一括有期事業データの整備 ※ 事務組合の作業 ※ 

６－１．一括有期事業開始登録 （9：労働保険-開始入力） 

 月々の一括有期事業の開始データを事業所・労働保険番号を指定して入力します。 

 一括有期事業報告書を印刷する場合は、開始入力をしておく必要があります。 

入力は手入力のみとなります。 

 

  

メニューを開くと「データ入力年度設定」 

 画面が表示されるので、表示する年度を 

 選択し「OK」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 新規の一括有期事業を登録できます。 

②  入力しようとする一括有期事業データの集計年度です。 

③  表示するデータの年度を指定します。 

④  入力したデータを修正することができます。 

⑤  入力したデータを削除することができます。 

⑥  一括有期事業開始届を印刷することができます。 

   印刷の選択は開始月で選択したり、未印刷のものを選択したりできます。  

 ※請負金額は税抜額を入力してください。 

 ⑦データ取込および一覧入力ができます。 
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 「フォルダアイコン」または処理コードを「A データ取込」にして「実行」をクリックすると、 

「一括有期事業の取り込み」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦-①取込テンプレートをダウンロードします。 

  ※取り込みは規定のテンプレートのみ対応しております。フォームが違

う CSV では取込ができません。 

  ⑦-②取込ファイル選択ボタンから保存された CSV を選択します。 

   ファイル選択をすると一覧が表示されます。 

  ⑦-③取り込む事業の選択ができます。 

  ⑦-④この画面で直接入力し、データを取り込むことができます。 

   入力したい行数を入力し「行追加」をクリックすると、指定の行数分入力欄が表示されるの

で入力してください。 

  ⑦-⑤データを取り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2026/03/27 VER621 社労法務システム for windows 操作マニュアル 

                                                                                                                   - 14 - 
 

６－２．一括有期事業完了入力 （9：労働保険-完了入力） 

 期内に終了しなかった事業は「次年度に繰越」の設定をすることで、次年度の開始入力画面にデ

ータが反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①編集する事業をクリックし選択状態にします。 

 ②選択した事業の修正ができます。 

 ③次年繰り越された事業は、『繰越・変更』欄を『次年度に繰越』を選択して「完了」すると、 

  本年度分の一括有期事業には集計されず、来年度に表示されます。 

④一括有期事業が完了した時点に事業の期間や請負金額に変更があった場合には、「事業期間 

  （実 績）」及び「加算する額」「控除する額」を入力します。 

特に、期間や請負金額に変更が無かった場合には、この画面での入力は必要ありません。 
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6－3．一括有期事業集計・印刷 （9：労働保険-一括有期事業集計・印刷）※ 事務組合の作業 ※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①集計条件を修正できます。 

②メリット適用有無・メリット適用率・消費税課税区分・主たる業種について、確認の上、修正が必要

な場合は修正・完了します。 

 

6－４．一括有期事業集計 （9：労働保険-一括有期事業集計・印刷） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

①集計を開始します。「9：労働保険」内「開始入力」に一括有期事業が登録されている場合に自

動計算されます。 

 

 確認画面が表示されるので 

「実行」をクリックします。 

 

 

① 

② 

③ 
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②一覧表に「請負金額」と「請負金額（換算）」がありますが、消費税課税前に換算された金額が表示

されます。 

③期別ごとの消費税の計算方法を選択することができます。 

開始時期が平成２７年４月１日以降の事業については、請負金額を税抜きで集計することになっていま

すが、それ以前の開始時期の各期間では、請負金額が８％の消費税を含んでいるものとして集計します。 

「一括有期事業集計」画面では、消費税区分を 「当期消費税区分」 と 「前期消費税区分」 に分けて 

設定できるようになっています。 該当の期間の請負金額に何％の消費税が含まれているかを、それぞれ

設定して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概算業種を賃金総額の多い業種に変更したい場合には、「はい」をクリックしてください。 

 

 

 

  集計は何度行ってもかまいませんが、「請負金額の入力」から直接請負金額を手入力した場合 

は、その金額がクリアーされてしまいますのでご注意下さい。 

メリット適用などの集計条件が変わった場合などは、もう一度集計をやり直して下さい。 

ポイント 
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6－５．請負金額の手入力 （9：労働保険-一括有期事業集計・印刷） 

一括有期の事業データが入っていない場合などで、請負金額の集計額を手入力したい場合に行います。 

 

 

 

 

 

①一覧表上の『請負金額（消費税換算後）』の欄に金額が入力できますので、請負金額を税抜で入力し

て下さい。 入力が終了すると自動的に保険料が計算されます。 

 

 

6－６．賃金総額変更 （9：労働保険-一括有期事業集計・印刷） 

通常は請負金額から賃金総額を労務比率に応じて計算するようになっていますが、請負金額から算出す

るのではなく、直接実際の賃金額を保険料計算に使用したい場合には、この機能を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①処理コード「Ｃ：賃金総額変更」を選択後、「実行」ボタンをクリックします。 

②『賃金総額』欄に金額を直接入力できるようになります。又、入力した金額に応じて保険料が計算さ

れます。 
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6－７．年次別メリット適用設定 （9：労働保険-一括有期事業集計・印刷） 

過去の事業があり、メリット適用の場合に、年次毎にメリット適用率が異なっている場合があります。

そのような場合に、年次毎にメリット適用率を設定することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①処理コードに M「年次別メリット適用設定」を表示させ「実行」をクリックまたは「期別メリット設

定」ボタンをクリックします。 

②メリット適用と適用率を入力、OK ボタンをクリックします。 

③入力したメリットが入力され、入力したメリット率に応じて保険料が計算されます。 

 

 

6－８．一般拠出金率設定 （9：労働保険-一括有期事業集計・印刷） 

  

処理コードを「I 一般拠出金率変更」 

にして「実行」をクリックすると 

一般拠出金率の変更ができます。 

① 
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6－９．一括有期事業帳票印刷 （9：労働保険-一括有期事業集計・印刷） 

＜総括表＞ 

 

 

 

①プレビューボタンをクリックします。 

 

②「完了報告書」の印刷か 

「総括表」の印刷かを選択することができます。 

 総括表の場合は、個別か事務組合かによって 

印刷する帳票を選択しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 印刷の有無を設定することができます。 

④ ③の印刷の設定を一括で変更できます。 

① 

② 
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⑤ 概算の賃金見込み額が変更になる場合は、「前年度と変わる」「委託解除」を選択し、賃金額や解

除日付を入力してください。 

⑥ 予備欄の内訳を入力することができます。特別加入者欄に記載する項目を選択できます。 

⑦ 印刷の詳細設定ができます。枚数表示や表示内容・形式を変えたい場合に、選択します。 

☑ 今期・前期分を１ページ内に（２行で）印刷する」にチェックを付ける 

→各業種印刷欄の下段に今期開始の集計分、上段に前期開始の集計分、前々期があった場合は次ページ

に料変欄に「Ｂ」を入れて印刷します。 

チェックが付いていない場合は、各集計期間毎にページを変え各業種印刷欄の下段に印刷します。料変

欄は今期が１(1 ﾍﾟｰｼﾞ目)、前期がＡ(2 ﾍﾟｰｼﾞ目)、前々期がＢ(3 ﾍﾟｰｼﾞ目)となります。 

⑧ 印刷設定を保存することができます。 

⑨ 電子申請を行う場合には、「年度更新申告書計算支援ツール用紙」を選択し、PDF で保存してから 

 電子申請時に添付してください。（「帳票種類」を「ダウンロード用紙」選択すると表示されます） 

※ 総コン用と単独個別用の総括表は表記される期間が異なっていますが、選択した総括表にあった形

式で印刷されます。 
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＜報告書＞ （9：労働保険-一括有期事業集計・印刷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 印刷する用紙を選択できます。 

電子申請を行う場合には、「年度更新申告書計算支援ツール用紙」を選択し、PDF で保存してから 

 電子申請時に添付してください。 

② 印刷順が選択できます。 

③ 印刷したい業種を特定したり開始期間を限定して印刷することができます。 

 繰越事業を印刷しない設定も可能です。 

 ページの小計/消費税変換率/0 円の 印字をしない選択ができます。 

 労働保険番号の枝番に「000」を印字することができます。 

④ 全体のページ数がうまく合わない場合は、ここで変更することができます。

③ 

① 

② 

④ 
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７．労働保険賃金集計用データの整備  

７－１．月毎個人毎データの確認 （9：労働保険-【月別集計区分訂正】区分別にて訂正） 

年度更新処理での集計の元となる個人毎・月毎の「雇用被保険者区分」「労災被保険者区分」「労災業

種」「所属事業場コード」データを修正する場合は、下記のいずれかで行います。 

 

７－１－１．月別集計区分訂正（区分別） （9：労働保険-【月別集計区分訂正】区分別にて訂正）  

一番お薦めの方法です 

事業所と月度及び表示対象の労保集計区分を指定して月毎に個人の労保集計区分を１２ヶ月分一覧

表示し区分の変更ができるようにしたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① データを修正することができます。 

② 「表示対象」欄で変更したい区分をクリックすることにより、表示する集計区分を切り替えること

ができます。 

③ 業種・事業場については、一括で変更することができます。（次頁参照） 

② 

① 
③ 
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－職種・業種を一括変更するÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 業種又は事業場を選択します。 

② 修正する対象者を選択します。全員の場合は、「全選択」をクリックします。 

③ 変更する業種を入力します。 

④ 「コードを下表にセット」をクリックすると、表の業種が変更されます。 

⑤ 最後に完了をクリックします。 

 

７－１－２．月別集計区分訂正（個人別） （9：労働保険-【月別集計区分訂正】個人別にて訂正）  

  事業所と表示対象の給与期間を指定して個人別に労保集計区分を一覧表に表示します。 

変更方法は、区分別 と同じ操作方法となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

① 

② 
② 

④ 
⑤ 
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７－１－３．月別集計区分訂正（月度別） （9：労働保険-【月別集計区分訂正】月度別にて訂正） 

＜個人別＞と同じデータを事業所と給与月度を指定して、指定月度の個人一覧を表示し変更できるよう

にしたものです。 

変更方法は、区分別 と同じ操作方法となります。 
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８．労働保険賃金集計 （9：労働保険-労働保険賃金集計） 

「5：賃金情報管理」「賃金手入力」に保存されたデータを元に、賃金の集計を行います。 

 

８－１．労働保険集計データの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一覧表上で行をクリックすると該当行の詳細データが画面上方に表示されます。 

② 事業所の労働保険関係マスターが「賃金集計」になっている場合は画面の『賃金集計実施有無』が

集計するとなり、下の表の左端にある『集計実施』のチェックが付きます。 

③ 集計期間を確認して下さい。翌月払い等で集計期間を３月度～２月度の様に変更する必要のある場

合は、集計対象のすべての労働保険について変更を行って下さい。 

④ メリット適用や事業の概要、担当者名などの変更もできます。 

 

 

 

このデータを変更しても、年度更新基本データが変更されるだけで、事業所労働保険関係マスターの 

データは変更されません。 

ポイント 



2026/03/27 VER621 社労法務システム for windows 操作マニュアル 

                                                                                                                   - 26 - 
 

８－２．労働保険集計の実施 

８－２－１．集計開始設定 （9：労働保険-労働保険賃金集計） 

 

 

 

 

① 賃金集計実施を開始します。 

 

（賃金集計画面） 

① 初めて集計を行う際には、賞与の年月は  

 設定されていませんが、既に一度集計を行って 

 いると賞与の年月が設定されています。 

 この賞与の年月が正しくない場合には 

「賞与月設定」ボタンをクリックし、 

 賞与月設定画面を表示し設定します。 

（8-2-2 参照） 

② 「カウントする」を選択すると、賃金管理 

データが存在すれば支給額が０円でも１人と 

カウントするようになります。 

③ 集計対象の事業所の労働保険が１つの業種 

・１つの事業場の場合は、集計に使用する 

賃金管理データ内の業種・事業場が正しく 

登録されていない場合でも、全データ集計を 

選択していれば、集計ができます。 

④ 集計対象外の一覧を出力したい場合には 

チェックをつけておきます。 

⑤ 複数の事業場毎に労働保険が成立している場合には、事業場毎に賃金が集計されますが、労災は事

業場毎に集計し雇用は本社にまとめて集計したいという場合は、雇用保険の集計方法選択で集計方法を

指定して下さい。 

雇用賃金を事業場毎に集計するか、１つに集約するかを選択できます。１つに集約する場合は本社又は

どの事業場に集約するかを指定できます。※この選択画面は複数の事業場がある場合のみ表示されます。 

⑥実行ボタンをクリックします。 

③ 

① 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 
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８－２－２．賞与月設定 （9：労働保険-労働保険賃金集計） 

    

賞与が３回以上あった場合や、 

人により賞与の支払い月が異なる 

ために事業所として３回以上に 

なってしまった場合には、 

この画面の指定により 

支払い月の設定を変更する 

ことができます。 

 

 

 

① 表の左端にある『月度表示選択』欄で賞与支給月として指定したい月のみチェックマークを付け、

支給月として指定したくない月はチェックをはずします。 

※チェックを外すことで何回目かに集約されるだけで、賃金集計がされなくなるわけではありません。 

② 確認ボタンをクリックすると、賞与が集約されます。 

※画面では、4 回目の賞与欄のチェックをはずし『確認』ボタンをクリックした場合、 

 4 回目が 3 回目に集約され、本来は年度内に賞与支払いが 4 回あったものが、賞与月は 3 回のみの

設定となっています。 

③ 『ＯＫ』ボタンをクリックします。 
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８－２－３．集計対象外者の確認 （9：労働保険-労働保険賃金集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに表示されている人は、何らかの理由で賃金の集計がされなかった人です。 

集計されるべき人が集計されていない場合は、月毎の労保集計区分を確認して下さい。（P21） 

 

８－２－４．集計結果の確認 （9：労働保険-労働保険賃金集計）   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①集計結果を確認します。（この場合は、雇用は本社に集約されています） 

① 
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９．算定賃金等報告書等、帳票入力・確認・印刷 

９－1．算定基礎賃金調査資料 印刷 （9：労働保険-算定基礎賃金調査資料印刷） 

労働保険毎に集計された個人別・月別の賃金と労災・雇用の被保険者区分が、印刷されます。 

フロッピーアイコンから CSV 出力もできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９－2．算定基礎賃金入力・報告書印刷 （9：労働保険-算定基礎賃金入力報告書印刷） 

賃金集計（P24）を行っていると月毎の集計結果が表示されます。 

賃金集計を行っていなくてもこの画面で直接手入力をすることができます。 
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① 賃金額や人数を変更したり、「5：賃金管理」にデータが無く、直接月毎の賃金集計額を入力した

い場合に、入力することができます。 

② 入力する場合に、労災に入力した金額を ☑、そのまま雇用にコピーしたい場合は、入力する前に、

を付けておきます。 

③ 「事業の概要」や「メリット適用」の入力も可能です。 

 

 

 

システムの中に賃金データがない事業所の労働保険保険料申告を行う場合は、賃金データを 

直接この画面からも入力できます。 

ポイント 
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④ 報告書印刷設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 印刷用紙を選択して印刷することができます。個別用の集計表も出力できます。 

予め労働保険番号・事業所名のみ印刷（賃金データ以外印字印刷）し、事業所印をもらってから賃

金データのみ印刷する（賃金データのみ印字）ことができます。 

② 特別加入者欄の印刷設定ができます。 

③  新年度賃金見込額を設定できます。 

変更したデータは、保険料算出画面に反映されます。 

④ 予備欄に印字する金額を登録できます。 

⑤ 印刷設定画面で設定した条件を保存しておくことができます。 
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９－３．算定基礎賃金報告書 連続印刷 （9：労働保険-算定基礎賃金報告書連続印刷） 

算定基礎賃金報告書を一度に連続して印刷することができます。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① どの事業所を表示するのか選択できます。 

② 印刷する帳票の種類を選択します。 

③ 印刷の一括指定することができます。予め労働保険番号・事業所名のみ印刷（賃金データ以外

印字印刷）する場合は、連続印刷の方が便利です。 

④ 印刷する労働保険番号を選択できます。 
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９－４．予備欄＆申告済概算保険料入力 （9：労働保険-予備欄＆申告済概算保険料入力） 

予備欄＆申告済概算保険料は、「一括有期総括表」（P18）や、「算定基礎賃金等報告書」 

（P30）保険料算出画面（P34）でも変更することは出来ますが、一括でデータ訂正をしたい場

合などは、この画面で修正することができます。（事務組合のみ。個別は対応しておりません） 

 

▼予備欄の金額を修正することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼予備欄１期２期３期の金額を修正することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼予備欄と予備欄内訳を、複数事業所一括にて修正することができます。 

 

 

 



2026/03/27 VER621 社労法務システム for windows 操作マニュアル 

                                                                                                                   - 34 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼申告済概算保険料額を修正することができます。 
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１０．保険料算出・確認・申告書印刷 

１０－１．保険料算出＆申告書印刷 （9：労働保険-保険料算出＆申告書印刷） 

 賃金集計をした内容で保険料算出ができます。また、この画面に直接データを入力することもで

きます。 

メニューを開き、画面上部に「保険料未計算」の表示がある場合は保険料算出を行う必要がありま

す。保険料算出を既に行った後に賃金集計を行ったり、賃金等報告書入力画面でデータの修正を行

った場合にも表示されます。 

 白い紙のアイコンをクリックすると保険料算出が完了します。 

 

 

 

 

 

 

＜算出結果を修正する＞ 
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① 概算業種・概算区分・メリット適用有無・メリット増減率・確定/概算 算定基礎額・申告済概算 

 保険料・申請方法・人数欄・予備欄を修正・入力することができます。 

 入力後、完了すれば、自動的に保険料の算出が行われます。 

② 概算保険料の業種を変更したい時は、ここで変更します。自動的に保険料率が変更されます。 

③ 概算保険料の算定基礎額を、確定保険料の算定基礎額と変更したい場合は、ここを変更してか  

 ら、概算保険料算定基礎額を入力します。 

※ここが「前年度と同額」のままだと、入力した概算保険料算定基礎額はクリアされ、確定保険

料算定基礎額と同額が、概算に設定されます。 

④ メリットの適用の有無と増減率を変更することができます。自動的に保険料率が変更されま

す。 

⑤ 算定基礎賃金額を入力することができます。 

⑥ 申告済概算保険料を入力することができます。前年度も労働保険申告をシステムで行なってい

る場合には、「前年読込」から、前年度の申告済概算保険料を読み込む事ができます。 

⑦ 延納の申請を選択できます。分納（3 回）を選択した場合は１期２期３期の保険料額を手入力

にて修正することはできません。（自動計算） 

⑧ 労災常用人数と雇用保険被保険者数は、算定基礎賃金報告書から自動的に読み込んできます

が、ここで修正することもできます。 

⑨ 予備欄の金額を変更することができます。  

⑩ 一般拠出金の金額は通常自動的に計算されますが、手入力で変更することもできます。基本デ

ータ作成（指定年度分）にて「年度更新データ作成」を行った時の一般拠出金率が表示されます。

一般拠出金率は、「処理コード：I 一般拠出金率変更」から変更することができます。  

⑪ 申告済概算保険料が概算保険料額より多い場合に「拠出金充当」のチェックボックスが表示さ

れますので、拠出金を充当したいときはチェックを入れてください。  

 

 

一括有期の概算保険修正の場合 

（9：労働保険「保険料算出＆申告書印刷」） 

 

一括有期の場合、金額入力ボタンが表示 

されます。「金額入力」をクリックすると 

算定基礎額見込額を変更することが 

できます。 
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「金額入力」をクリックすると右の画面が 

表示されます。 

① 業種ごとに算定基礎見込額を入力する 

ことができます。 

② 設定ボタンをクリックすると、入力した 

 金額が保存されます。 

③ 「確定賃金 読込」をクリックすると、 

 この画面から入力した金額はクリアされ、 

 一括有期事業集計・印刷画面（P14～） 

で保存したデータを読み込んできます。 

④「設定済概算賃金読込」をクリックすると 

 この画面で入力したデータを保険料算出 

画面に反映させます。 

 

委託解除労働保険の場合（事務組合） （9：労働保険「保険料算出＆申告書印刷」） 

 

①修正状態にします。 

②「概算区分」を「委託解除」にすると、 

雇用保険のみ以外の労働保険は、一般 

拠出金の納付状況についての選択をする 

ことができます。 

既に「一般拠出金」を納付している場合は、 

「納付済」を選択してください。 

③「一般拠出金」を充当したい場合は 

チェックを付けます。 

④チェックを付けた場合は、「拠出金充当 

後充当額」が表示され、還付額が自動計算 

されます。 

 

⑤充当方法を変更する画面が表示されます。 

充当額の一般拠出金充当方法を選択し、 

「変更登録」ボタンをクリックします。 

 

② 

① 

③ ④ 
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１０－2．保険料算出と修正 

１０－２－１．保険料算出 （9：労働保険「保険料算出＆申告書印刷」） 

P28「データ入力」を行えば自動的に保険料が算出されますが、特にデータの変更・入力をする必要の

無い場合は保険料算出だけを行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①保険料算出ができます。「保険料未計算」が表示されている場合は、再算出する必要があります。 

 

 

 

 一度保険料算出を行なった後に、「労働保険賃金集計」を行なったり、「一括有期事業総括表」

や「算定基礎賃金入力・報告書」などで、修正をおこなった場合は、「保険料未計算」が表示され 

再度、保険料算出が必要になります。 

保険料算出を行うと、この画面に直接入力したデータはクリアされますので、注意が必要です。 

 

 

ポイント 
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１０－２－２．保険料直接手入力 （9：労働保険「保険料算出＆申告書印刷」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①入力された賃金額を無視して保険料の額を直接入力することができます。 

 保険料を入力した後で「データ入力」や「保険料算出」を行うと入力されている賃金額から保険料が 

 再度算出されてしまいますのでご注意下さい。 

 

１０－２－３．データ削除 （9：労働保険「保険料算出＆申告書印刷」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①一度作成したデータを削除して再度作り直すことができます。 

当該メニューで削除をすると、年度更新基本データごと削除されます。 

削除した後は、「年度更新基本データ作成」（P７）でデータ作成をし、「労働保険賃金集計」 

（P24）を行ってから再度この画面で保険料算出を行って下さい。 

① 
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１０－３．保険料申告書印刷 （9：労働保険「保険料算出＆申告書印刷」） 

 

 

 

 

 

「保険料算出＆申告書印刷」画面で 

「印刷プレビュー」または「印刷」 

アイコンをクリックすると「申告書 

印刷設定」画面が表示されますので、 

用紙選択および各種項目印刷設定を 

して出力してください。 

 

 

 

 

 

 

保険料の算出が終了したものは、申告書の印刷ができます。（個別及び事組メリット適用事業所のみ） 

A４チェックレーザーを選択すると、白紙用紙に申告書通り印刷でき、確認に便利です。 

 

 

非メリット事業所の申告書を個別に印刷したい場合には、A4 レーザーのみで印刷できます。 

 

 

１０－３－１．年度更新事業所別チェックリスト印刷 （9：労働保険-労働保険関係チェックリスト） 

 

 

 

 

作成された、年度更新基本データを事業所を指定して一覧表に印刷することができます。 

当年分のデータは、「保険料算出」の処理が終了した時点ですべての項目にデータがセットされますの

で、それ以前にチェックリストを印刷した場合にはデータの作成状況を確認するのみとなります。 

又、画面上で確定年度の指定ができますが、昨年度を指定して印刷しますと、昨年の年度更新データの

状況を確認できますので、申告済み概算保険料などの確認をすることができます。 

ポイント 
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１１．事務組合保険料集計の確認＆申告書印刷※ 事務組合の作業 ※ 

１１－１．労働保険料集計＆管理一覧表 （11：事務組合年度更新-労働保険料集計＆管理一覧表印刷） 

事務組合を指定し、その労働保険番号の末尾番号毎に１帳票ずつ選択して印刷ができます。 

枝番号毎の賃金や保険料、納付額などがＡ３用紙（簡易版の場合は A3 又は B4 用紙）に印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１－2．事務組合非メリット事業所申告書印刷  

（11：事務組合年度更新-申告書印刷（事組・非メリット用） 

 11：事務組合年度更新内「申告書印刷（事組・非メリット用）」を開きます。 
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①労働保険番号で、保険料算出の状況を一覧にて確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「表示」で労働保険番号を選択できます。 

赤字で表示されている事業所は、保険料算出が行われていない事業所なので、保険料算出を行ってくだ

さい。 

なお、労働保険を提出しない事業所の場合は、「基本データ」の削除（P９）を行うと、一覧に表示さ

れません。 

 

②「委託解除に伴う一般拠出金発生状況」を一覧で確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この画面で、一般拠出金の納付状況を変更することができます。 

この画面で納付状況を変更すると、「保険料算出画面」（P34）で、「納付状況」が「拠出金納付済み」

に自動的に変更になります。 

③印刷用紙と印刷の条件を設定します。 

④プレビューにて、内容を確認後、印刷を行います。 
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１２．事務組合帳票印刷・口座振替データ作成※ 事務組合の作業 ※ 

１２－１．納付方法（支払い方法）変更 （11：事務組合年度更新-年度更新支払方法チェック） 

保険料算出まで終了し、帳票を出力した時に、保険料の納付方法が変更になっている場合があります。 

その時は、基本データから作り直すのではなく、「年度更新支払方法チェック」から変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「支払方法・銀行更新」をクリックし、更新しますと、ピンク色が消え、支払方法が変更されま

すので、そのまま帳票類を印刷することができます。 

 

１２－２．事務組合関連帳票印刷 （11：事務組合年度更新 内） 

１２－２－１．印刷時の注意事項 

  印刷帳票の中には、ドットプリンターで印刷される横１５インチの(横長の)帳票がありますが、そ

れらの帳票をプリンターにセットする際、セット位置が右側に寄った位置にセットされていますと

右端の文字がプリンターの印字範囲を超えてしまうため、２行目以降の印字が少しずつずれていき、

２ページ目の先頭行の位置が大きく狂っているというような状況が発生することがあります。 

その際には、用紙のセット位置を少々左に(１０ｍｍ程度)移動してセットし、印字位置調整で正し

い位置に印字できるよう調整して下さい。 

 

① 
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１２－２－２．印刷できる帳票 

事務組合のメリット対象外の保険を基幹番号毎にまとめて印刷します。 

 

①納入通知書Ｂ５縦＜組機７号＞レーザー・ドット対応 

 年度更新処理後、事業所に対して確定保険料の基礎賃金、料率、確定保険料、不足額、充当額並び 

 概算保険料の基礎賃金、料率、期別概算保険料、期別納入期日、保険料の納入方法を通知するＢ５版 

 縦用紙連続帳票です。（帳票入手方法：各県労働保険事務組合連合会） 

 

②銀行振込依頼書＜赤４連＞ドットのみ対応 

 シャルフオリジナル帳票、横４連銀行振込依頼書。事業所マスター上で定義された保険料納入方法が 

 振込となっている事業所は出力可能です。「銀行振込依頼書」はこの用紙のみです。 

（帳票№68：労働保険料銀行振込依頼書 250 枚(１箱)税込み 3,300 円） 

 

③保険料等領収ハガキ＜組機１６号＞レーザー・ドット対応 

 各期毎の口座振替による保険料の領収書。現金で収受した場合にも使用可能にしてあります。 

 口座振替の場合は取扱金融機関、預金種目、口座番号、振替日金額が、現金の場合は金額のみが 

 それぞれ印字されます。各事業所宛一括出力できます。 

※インボイス対応領収明細書出力については P72～ご覧ください。 

 

④保険料申告書内訳＜組機１０号＞レーザー・ドット対応 

 算定基礎賃金、料率、確定概算保険料、第１種特別加入者の保険料申告書内訳一覧です。 

 「明細表」「合計表」「続紙」の選択をすることができます。 

 

⑤申告書内訳総括表＜組機９号＞レーザー・ドット対応 

 前記④の総括表。保険関係毎に出力します。 

 「メリット適用事業所」「メリット適用外事業所」毎に出力できます。 

 

⑥処理委託事業主名簿＜組機４号＞レーザー・ドット対応 

 事務組合が事務処理受託している事業所の名称、所在地、保険関係、事業場、申告済概算保険料、 

 第１種特別加入者氏名、給付基礎日額、承認年月日、口座振替関連事項を記載します。 

 

⑦徴収及び納付簿＜組機１１号＞レーザー・ドット対応 

 確定概算保険料の期別納付状況を記録する事務組合備え付けの書類です。 
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⑧請求額総合一覧表＜組機１５号流用＞レーザー・ドット対応 

 事務組合と総コンとの期別毎の保険料口座振替結果確認連絡票です。 

 

⑨請求額一覧表＜組機１３号＞レーザー・ドット対応 

 事務組合と総コンとの期別毎の保険料訂正連絡票。社労法務システムを使用されている場合は、 

 通常出力しないものですが、チェック票として使用すると便利です。 

 ４枚複写なのでバラして１枚にして出力できます。 

 

⑩口座振替。振替不能通知＜組機１４号甲・組機１７号＞レーザー・ドット対応 

 口座振替不能の場合に使う連絡票です。ハガキスタイル。 

 

⑪口座振替結果明細表＜組機１５号＞レーザー・ドット対応 

 口座振替の結果を一覧で表示します。 

 

⑫納入通知書ハガキ＜組機１４号乙＞レーザー・ドット対応 

 期別毎のハガキスタイル納入通知書です。 
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１２－３．納入通知書印刷と CSV 出力 

納入通知書Ｂ５縦＜組機７号＞ （11：事務組合年度更新 内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①１期２期３期を選択して印刷することができます。 

②ファイル内の「納入通知書データ CSV 出力」から、納入通知書を CSV で出力することができます。 

③選択された期に、納付額がある事業所のみを選択できます。 

④インボイス対応領収明細書を発行することができます。 

領収書、領収ハガキ（組機 16 号）ではインボイス対応せず、事務組合連合会が公開している「領収明

細書」で対応いたします。今後厚生労働省および労働局からインボイス対応領収書および領収ハガキの

仕様が公開された場合は対応予定です。 

※ 事務組合の適格請求書登録事業者登録番号を登録しておく必要があります。 

「2.共通情報管理」内「労働保険事務組合登録」メニューから、該当の事務組合の登録番号を登録して

おいてください。 
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「明細出力」ボタンをクリックすると領収明細出力設定画面が表示されます。 

各予備欄の明細金額が登録されていないと出力ができませんので、明細金額を登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④-①各予備欄の明細（内訳）を一括登録できます。 

内容を入力し、反映させたい項目や予備欄（1 期～3 期）のチェックを入れて「一括設定」ボタ

ンをクリックすると、③で選択された労働保険番号に反映されます。 

 ④-②表に直接明細情報を入力することもできます。 

 ④-③明細情報を反映する対象および印刷やプレビューをする対象にチェックを入れます。 

 ④-④予備欄の金額（予備欄＆申告書済み概算入力画面で入力した予備欄の金額）と、領収明細出力設

定画面で登録した金額に差異がある場合に表示されます。差異があるままで印刷およびプレビュー

をしようとすると、アラート画面が表示されます。よければ「はい」をクリックしてください。 

そのまま印刷した場合には、領収明細出力設定画面で入力した明細の合計が印字されます。 

 ④-⑤設定した内容を保存します。 

 ④-⑥プレビューまたは印刷をします。 

 

＜納付額の変更＞ 

処理コード：納付額の手入力変更、または紙とペンのアイコンをクリックすると、納付額を変更するこ

とができます。「変更」ボタンをクリックすると「納付額手入力確認」画面が表示されるので「はい」

をクリックしてください。 
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委託解除したときなどに、計算上の納付額が実際の納付額と違う場合などにご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「納付額データの変更を行う」チェックボックスにチェックを入れると修正できるようになるので、金

額の修正入力後、「登録」 ボタンをクリックし確定します。 

上記の手順で納付額の変更が行えます。 

 

手入力により変更した労働保険については、画面下部の一覧表の 「納付額手変更」 欄に 「○」 が表

示されます。 

この金額は銀行振込依頼書や納入通知ハガキ、口座振替ハガキなどにも反映されますが、通常の保険料

申告書は、修正されません。 
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１２－４．口座振替データ作成 

１２－４－１．基礎データの設定 

「11：事務組合年度更新」内「口座振替・振替不能通知（１４甲・１７）を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①用紙選択をします。（納入等のお知らせ または 口座振替不能のお知らせ） 

②ドットまたはレーザーを選択します。 

③作成する「期」を選択します。全期一括印刷をする場合は「全期一括印刷」のチェックボックス

にチェックを入れてください。 

④振替日を指定します。 

⑤期に関する表示方法を選択できます。 

⑥銀行名や口座番号・振替日の印字が選択できます。 

⑦印刷する事業所を選択します。 

⑧口座振替データ作成を開始します。（次頁へ） 
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１２－４－２．委託者情報の設定 （11：事務組合年度更新 内「口座振替・振替不能通知 14 甲・17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①複数存在している銀行登録から、委託者を選択します。（ひとつの場合は選択は不要です） 

②委託者コード・委託者名を登録します。既に登録されている場合は、この作業は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「14：共通情報管理」「共通銀行マスタ登録」と、「1：事業所」「取引銀行登録」 

 を、この画面から変更することができます。 

④登録完了させて、「次へ」をクリックします。 

 

 

③の「14：共通情報」「共通銀行マスタ登録」は、給与計算や住民税などデータ作成にも 

影響が出ますので、変更する時はご注意ください。 

「共通情報」「労働保険事務組合登録」「銀行登録」に登録されているデータが表示されます。 

① 

② 

ポイント 

④ 

④ 

③ ② 
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１２－４－３．事業所の振替情報の設定 

（11：事務組合年度更新 内「口座振替・振替不能通知」） 

 

①事業所で、最初にデータ作成をする時、右の 

画面が表示されますので、該当のものを選択して 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②振替先の事業所のデータが一覧で表示されていますので、確認します。 

③預金者カナと顧客番号を訂正したい場合は、変更をクリックし、手入力で修正後、変更完了します。 

④銀行名・銀行名カナ・全銀コードの追加・修正の場合は、「共通銀行登録」から修正します。 

 種別・口座番号・FB 番号の追加・修正の場合は、「事業所取引銀行」から修正します。 

⑤並び順を変更することができます。初期設定は、「銀行支店コード順」です。 

⑥「次へ」をクリックします。 

 

１２－４－4．口座振替データ作成 

①データを確認後、「作成」を クリックし、 

データ保存場所を指定して、データを出力 

します。 

「FURIKAE」という名称のデータが 

作成されます。 

① 

② 

③ 

⑥ 

⑤ 

④ 

① 
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１３．申告書内訳データ（労働局適用徴収業務支援システム対応）※ 事務組合の作業 ※ 

１３－１．申告内訳データ作成メニューを開く 

「11：事務組合年度更新」内「保険料申告書内訳（組機 10 号）」メニューを開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①労働保険番号を選択します。 

②「メリット適用外事業所」か「メリット適用事業所」を選択します。 

※ データの作成はメリット適用外とメリット適用で分けて作成します。 

③申告書内訳データ作成アイコンをクリックすると「申告書内訳情報」画面が表示されます。 

 

１３－2．申告書内訳情報の確認 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①労働保険の保険関係適用区分（加入・非加入）を確認・変更することができます。 

②作成する事業場（チェックが付いている事業場）の内容を確認します。 

③次へをクリックすると「特別加入者情報」画面が表示されます。

② 

① ③ 
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１３－3．特別加入者の確認 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

①登録番号は「第一種特別加入者登録」の「整理番号」が表示されます 

変更したい場合は「登録番号のセット方法」より選択して下さい 

②作成する特別加入者（チェックが付いている特別加入者のみ）の内容を確認します。 

③次へをクリックすると「労働保険適用徴収義務支援システム用ファイル作成」画面が表示されます。 

 

１３－4．データファイルの作成 

 ①ファイル形式を選択できます。 

②申告書内訳データを作成します。 

 保存する場所を指定して保存します。 

 「申告書内訳-mmdd.CSV」という 

 名称のデータが作成されます。 

③特別加入者データを作成します。 

 保存する場所を指定して保存します。 

「特別加入者情報_事業場コード- mmdd .CSV」 

という名称のデータが作成されます。 

④全ての作成が完了したら、 

『完了』をクリックします。 

一度データを作成すると、 

「作成するファイル形式」が保存されます。 

② 

① ③ 

① 

② 

③ 

④ 
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１４．第２種特別加入申告手続 （10：事務組合 内【第 2 種特別加入】） 

※ 事務組合の作業 ※ 

１４－１．マスタ情報の確認  

１４－１－１．共通銀行マスタ登録の確認 

 「14：共通情報」「共通銀行マスター登録」画面で事務組合及び団体、加入者の取引銀行名 

  支店名が登録されているか確認してください。 

１４－１－２．労働局登録の確認 

 「14：共通情報」「労働局登録」で管轄の労働局が登録されているか確認して下さい。 

１４－１－３．事務組合登録の確認 

「14：共通情報」「労働保険事務組合登録」で事務組合の登録を確認して下さい。 

【確認項目】 

 ・住所 

 ・電話番号 

 ・代表者職名、氏名 

 ・末尾番号８の労働保険番号 

・『銀行口座』取引銀行 

 

１４－２．団体登録  

１４－2－１．.団体登録 （10：事務組合 内【第 2 種特別加入】） 

「10：事務組合」内「団体登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑪ ⑫ 

② 

⑬ 
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①新規データ追加登録をします。 

②団体番号と団体名称を入力します。 

③基本情報を入力します。 

④取引銀行は、加入者からの保険料振込がある場合は必ず入力して下さい。 

⑤所属事組コードは、プルダウンメニュー内に登録されている事務組合名から選択します。 

⑥労働保険番号は、事務組合が選択されると、該当事務組合に登録されている「末尾８」の 

 労働保険基幹番号が自動的に表示されますので、枝番号だけを入力して下さい。 

⑦業種番号は、プルダウンメニューから選択して下さい。第３種（海外派遣）も選択できます。 

 労働局は、「14：共通情報」「労働局登録」画面で登録済みの労働局が選択できます。 

⑧予備欄： 加入者から徴収する予備欄金額を期別に入力して下さい。 

⑨保険料支払方法： 次の４種類から選択して下さい。 

  １：団体→事組 現金納付 加入者は団体へ保険料を納めます。 

  ２：団体→事組 口座振込       〃 

  ３：団体→事組 口座振替       〃 

  ４：個人→事組 直接納付 加入者は事務組合へ保険料を納めます。 

      ※ 後述の加入者登録で加入者が団体又は事務組合へどの様に支払うかを設定します。 

 振込口座  ： 保険料支払方法が「２：振込」又は「４：個人→事組」の場合に設定して下さい 

         「14：共通情報」「労働保険事務組合登録」の画面で登録した事組取引銀行名から

選択できます。 

         「４：個人→事組」の場合には、ここに設定した銀行が、加入者登録の時に標準の

振込先になります。（個人別に変更も可能） 

⑩保険料納付回数を、一括(１回)・分割(３回)から選択して下さい。 

⑪加入者徴収  ： 加入者から徴収する保険料を計算する際、算定基礎額に千円未満の端数がある場合

に千円未満を切り捨てするか、切り捨てしないかを選択して下さい。 

 

          団体毎の申告保険料の計算は加入者の算定基礎額を切り捨てしないで合計した

後、合計額の千円未満を切り捨てて保険料の計算を行います。従ってこの欄を「切

捨する」にした場合、申告保険料と加入者徴収保険料合計の額が大きく異なる場

合が発生します。又「切捨しない」にした場合には納入通知書の「算出方法」の

賃金総額欄が千円単位までしか表示できないため保険料の額が計算と異なる場合

があります。 

  

⑫事業の概要  ： 具体的な事業の説明を入力して下さい。必須ではありません。 

⑬完了させ登録します。 
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１４－2－２．登録済み団体の修正 （10：事務組合 内「団体登録」）  

  

 

紙とペンのアイコンをクリックすると修正できる状態になります。 

既に保険料の算出が完了した後で業種や予備欄、支払方法、振込口座、納付回数などを訂正した場合は、

加入者データの確認と保険料の再算出が必要になります。 

 

１４－2－３．保険関係消滅入力 （10：事務組合 内「団体登録」）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①保険関係消滅入力開始します。 

②消滅年月日を入力します。 

③完了します。 

 

１４－2－４．登録済み団体の削除 

（10：事務組合 内「団体登録」） 

 処理コードに「Ｄ」（団体データ削除）を選択し 

実行ボタンをクリックすると、データの削除が 

できます。 

 その団体に関連する加入者のデータや 

 申告データも全て削除されますので注意 

 して下さい。 

① 
③ 

② 
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１４－３．加入者登録 （10：事務組合 内「第 2 種特別加入者登録」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新規に加入者を登録できます。 

②「整理番号」と「登録番号」は自動的に連番が振られます。登録番号は変更はできませんが、 

  整理番号は変更することができます。他の加入者と整理番号がダブらないように入力して下さい。 

③確定基礎日額  ： 確定分の基礎日額を入力して下さい。 

 概算基礎日額  ： 概算分の基礎日額を入力して下さい。 

④保険料納付回数 ： 事組又は団体への保険料の納付回数を、一括・分割から選択して下さい。 

⑤予備欄使用区分 ： 予備欄をどのように設定するかの区分 

０：使用しない     → 予備欄＝０円 

１：団体指定額を使用  → 加入団体に設定してある予備欄を使用 

２：個人指定額を使用  → 予備欄に個人毎に金額設定する。 

 予備欄     ： 「予備欄使用区分」が「２」の場合各期の金額を入力して下さい。 

⑥保険料支払方法 ： 保険料をどの様に支払うかを選択して下さい。 

           加入団体の設定で、加入団体の保険料支払方法が「団体→事組」となっている

場合は加入者の支払先は加入団体となります。 

０：団体へ現金納付 

１：団体口座へ振込 

２：団体へ口座振替 → 加入者銀行口座を入力して下さい。 

 

⑩ 

③ ④ 

① 

⑦ ② 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑪ 



2026/03/27 VER621 社労法務システム for windows 操作マニュアル 

                                                                                                                   - 58 - 
 

加入団体の保険料支払方法が「個人→事組」となっている場合は加入者の支

払先は事務組合となります。 

０：事組へ現金納付 

１：事組口座へ振込 → 振込先の事組口座を指定して下さい。 

２：事組へ口座振替 → 加入者銀行口座を入力して下さい。 

 

※ 事務組合は口座が複数登録できますが、加入団体は取引銀行１行だけの登録となりますので、 

事組口座へ振込の場合だけ、振込口座の指定が必要になります。 

 

⑦登録済み加入者のデータを修正できます。 

⑧登録済み加入者のデータを削除できます。 

☑⑨脱退した人を表示しない場合、 を付け、日付を選択してから、「再表示」をクリックします。 

⑩完了させます。  

⑪第２種特別加入者データが CSV 出力できます。  

 

１４－４．第２種特別加入者日額一覧変更 （10：事務組合 内「日額一覧形式訂正」） 

加入者を一覧で表示し確定・概算の基礎日額及び加入・脱退の日付の変更ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①概算→確定日額移動 

 前年度のデータが登録されている場合、この処理を選択すると「更新」欄にチェックを付けた加入者

は概算基礎日額を確定基礎日額にコピーします。一人一人のデータを「第２種特別加入者登録」画面で

訂正するよりも簡単に変更が行えます。 



2026/03/27 VER621 社労法務システム for windows 操作マニュアル 

                                                                                                                   - 59 - 
 

②加入者データ変更 

 確定基礎日額・概算基礎日額・加入年月日・脱退年月日の変更画面になります。変更したい加入者の

左端の更新欄にチェックを付け変更したい箇所に変更データを入力して下さい。 

 日付欄の上でダブルクリックすると入力画面が表示されますので設定後「OK」をクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日付を誤って入力したときは日付欄に「令和 50/12/31」と入力し「完了」をクリックすれば日付

欄は空白になります。 

  

１４－５．保険料算出と帳票印刷 

１４－５－１．保険料の算出 （10：事務組合 内「保険料算出」）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①確定年度を確認します。年度を変更して、過去のデータを見ることもできます。 

②保険料算出が出来ます。保険料算出方法を選択することができます。 
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③「申告済額」の欄に昨年度の申告済み概算保険料の額を入力できます。 

前年度の概算データを読み込むこともできます。 

④予備欄金額の変更が一覧表上でできるようになります。 

 

１４－５－２．申告内訳書等の印刷 （10：事務組合 内「保険料算出」） 

 

印刷または印刷プレビューから以下の帳票を 

出力することができます。 

①保険料申告内訳 

②保険料算定基礎内訳 

③確定概算保険料明細チェック一覧表 

④概算期別保険料チェック一覧表 

 

 

 

 

①保険料申告内訳                  ②保険料算定基礎内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③確定概算保険料明細チェック一覧表       ④概算期別保険料チェック一覧表 
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１４－6．納入通知書印刷 （10：事務組合 内「納入通知書等印刷」） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①確定年度を指定し、実行ボタンをクリックすると、加入者の保険料等の一覧が表示されます。 

②印刷したい帳票を選択します。 

 選択した帳票に応じて、画面下部の加入者一覧の対象者の印刷欄にチェックマークが自動的に 

 付きます。選択を確認してください。 

③何期分を印刷するのかの指定を行います。 

④対象者のチェックマークを付けることができます。「指定納期対象者のみ」のチェックが付いている

場合は「期」の指定と同じ期に保険料又は予備欄の金額がある人だけが選択されます。 

⑤申告済み保険料額を変更することができます。 

⑥実行または完了させます。 

⑦口座振替 CSV データ出力ができます。 

⑧プレビューから印刷を始めます。 

⑨団体登録の画面で保険料支払方法 

が「団体→事組」となっている場合 

は『事務組合欄』の右側に 

 ・事務組合名称 

 ・団体名称 

の選択が表示されます。 

事務組合印字欄に団体名称を 

印字したい場合は「団体名称」 

を選択して下さい。 

⑩インボイス対応領収明細書を発行することができます。 

領収書、領収ハガキ（組機 16 号）ではインボイス対応せず、事務組合連合会が公開している「領収明

⑨ 

① 

② 

③ ④ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

⑦ ⑧ 



2026/03/27 VER621 社労法務システム for windows 操作マニュアル 

                                                                                                                   - 62 - 
 

細書」で対応いたします。今後厚生労働省および労働局からインボイス対応領収書および領収ハガキの

仕様が公開された場合は対応予定です。 

⑩-1 事務組合の適格請求書登録事業者登録番号を登録します。 

「14：共通情報」内「労働保険事務組合登録」メニューから、該当の事務組合の登録番号を登録してお

いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-2 「10：事務組合」【第 2 種特別加入】内「保険料算出」メニューにて保険料算出を行っておく

必要があります。 

⑩-3. 「明細出力」ボタンをクリックすると領収明細出力設定画面が表示されます。 

各予備欄の明細金額が登録されていないと出力ができませんので、明細金額を登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩-①各予備欄の明細（内訳）を一括登録できます。 

内容を入力し、反映させたい項目や予備欄（1 期～3 期）のチェックを入れて「一括設定」ボタ

ンをクリックすると、③で選択された労働保険番号に反映されます。 

 ⑩-②表に直接明細情報を入力することもできます。 

 ⑩-③明細情報を反映する対象および印刷やプレビューをする対象にチェックを入れます。 
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 ⑩-④予備欄の金額（予備欄＆申告書済み概算入力画面で入力した予備欄の金額）と、領収明細出力設

定画面で登録した金額に差異がある場合に表示されます。差異があるままで印刷およびプレビュー

をしようとすると、アラート画面が表示されます。よければ「はい」をクリックしてください。 

そのまま印刷した場合には、領収明細出力設定画面で入力した明細の合計が印字されます。 

 ⑩-⑤設定した内容を保存します。 

 ⑩-⑥プレビューまたは印刷をします。 

 

１４－７．第２種特別加入者の口座振替データ作成 

１4－７－１．基礎データの設定 

「10：事務組合」内「納入通知書等印刷」を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①作成する「期」を選択します。 

②口座振替データ作成を開始します。 

 

１４－７－２．委託者情報の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

① 
③ 

⑦ 

① 

② 

① 

② 
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①第二種特別加入者団体登録の団体基本情報にて登録されている取引銀行が表示されます 

※ 『委託者コード』と『委託者名』が入力されている必要があります 

②振替日（引落日）を入力して下さい。 

③委託者コード・委託者名を登録します。既に登録されている場合は、この作業は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

④『委託者コード』と『委託者名』を入力します。 

⑤ 「団体銀行登録」  「第２種特別加入者団体の銀行登録（P４３ 12－2）」 

「共通銀行登登録」 「共通銀行マスタ登録」 

 を、この画面から登録・変更することができます。 

⑥登録完了させます。 

⑦「次へ」をクリックします。 

 

 

⑤の「14：共通情報」「共通銀行マスタ登録」は、給与計算や住民税などデータ作成にも 

影響が出ますので、変更する時はじゅうぶんご注意ください。 

 

１４－７－３．第２種特別加入者引落情報の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

⑥ 

⑤ 

④ 

② ④ 

① 

③ 

⑤ 
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①口座振替データを作成する加入者を選択すると、詳細情報が画面上段に表示されます。 

②預金者カナと顧客番号を訂正したい場合は、変更をクリックし、手入力で修正後、変更完了します。 

③銀行名・銀行名カナ・全銀コードの追加・修正の場合は、「共通銀行登録」から登録・修正します。 

 第２種特別加入者の追加・修正の場合は、「第２種特別加入者登録」から登録・修正します。 

④並び順を変更することができます。初期設定は、「銀行支店コード順」です。 

⑤「次へ」をクリックします。 

 

１４－７－4．口座振替データ作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①データを確認後、「作成」を クリックし、データ保存場所を 指定して、データを出力します。 

 

「FURIKAE」という名称のデータが作成されます。 

 

① 
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１４－８．申告書印刷 （10：事務組合 内「申告書印刷」）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①確定年度を指定して実行ボタンをクリックすると、団体の一覧が表示されます。 

②選択した団体の詳細データが画面上部に表示されます。 

③申告データ訂正では確定・概算の加入者人数、申告済概算保険料・保険料納付回数の変更ができます。 

④プレビューから印刷します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
③ 

④ 

③ 

② 

① 

② 

③ 

④ 
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①指定事務組合に該当する保険関係の一覧が表示されます。 

 第２種(一人親方)の保険関係は全てが一括され団体数欄に団体の(保険関係の)下図が表示されます。  

 第３種(海外派遣)がある場合には第２種とは別に１保険関係毎に表示されます。 

②第２種の保険関係で団体が１つだけの場合や第３種の場合には、申告書の算定基礎額の欄、保険料率

の欄、事業作業の種類欄、事業欄(団体名称等)に該当のデータを印字することもできます。 

③申告書及び申告書内訳が印刷できます。 

④特例計算対象者内訳を印刷することができます。 

 

１４－９．納付簿印刷 （10：事務組合 内「納付簿印刷」）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付簿を印刷することができます。 
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１５．労働保険成立届・委託解除届等印刷  

（9：労働保険 内「労働保険成立届・委託解除届等」） 

※ドット印刷のみ対応可 

メニューを開くと、作成する帳票を 

選択する画面が表示されるので選択 

してください。 

●労働保険保険関係成立届（様式第 1 号） 

●労働保険事務委託所（組様式第 1 号） 

●労働保険事務処理委託解除届（様式第 17 号） 

●労働保険事務委託解除通知書（組様式第 11 号） 

 

 

 

１５－１．労働保険成立届 （9：労働保険 内「労働保険成立届・委託解除届等」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①保険関係一覧表の行を選択しますと、その保険関係の内容が上部の印刷設定欄に表示されます。 

 

 

 

② 

② 

③ 

④ 

① 
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 事業所毎に労働保険の成立届を提出するが、継続一括にて労働保険申告をする場合は、「1：事業所」

「労働保険」画面で登録せずに、「労働保険成立届」画面にて、既存の労働保険選択し、内容を手入

力して印刷することも可能です。しかし、「労働保険成立届」画面にて入力したデータは、保存されま

せんので注意が必要です。 

 

☑②継続一括成立届に を入れると、 

「事業主」欄が、「事業場」の名称・住所となります。 

 ☑継続一括成立届に をはずすと 

「事業主」欄が、「本社」の名称・住所となります。 

③住所や名称欄などの様に複数行にわたって印字する項目は印字の行を調節することができます。 

 上段で調整すると、下段の１行目２行目３行目に表示される文字が調整されます。 

④プレビュー・印刷を行います。印刷時に「法人番号」の入力画面から法人番号が入力できます。 

 

１５－２．労働保険事務委託書印刷 （9：労働保険 内「労働保険成立届・委託解除届等」）  

内容を修正することができます。 

プレビューから印刷を行います。 

 

法人番号を入力し 

印字することも 

できます。 

法人番号は事業所 

情報に保存 

されます。 

 

 

 

１５－３．労働保険事務処理委託解除届印刷 （9：労働保険 内「労働保険成立届・委託解除届等」）  

 

内容を修正することが 

できます。 

プレビューから印刷を 

行います。 

 

ポイント 
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１５－４．労働保険事務委託解除通知書印刷 （9：労働保険 内「労働保険成立届・委託解除届等」）  

 

 

内容を修正することが 

できます。 

プレビューから印刷を 

行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 



2026/03/27 VER621 社労法務システム for windows 操作マニュアル 

                                                                                                                   - 71 - 
 

１６．労働保険電子申請（9：労働保険 内「一括申請（労保適用徴収）」） 

１６－１．申請の流れ  

保険料算出まで済ませたら電子申請をすることができます。「9：労働保険」「一括申請（労保適用徴

収）」より始めます。 

事業所を選択し、「一括申請データの作成」をクリックし、電子証明書を選択します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

署名方法で電子証明書を選択 

している場合は、電子証明書が 

表記されますので、選択してください 

 

 

 

 

 

 

 

申請する手続きの選択欄にチェックをつけて「次へ」をクリックします。 
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申請する事業所の基本設定入力画面が表示されるので、内容を確認の上「次へ」をクリックします。 

基本情報が表記されるので、法人番号を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料算出がされている労働保険番号が表示されるので、選択チェックを入れて「次へ」をクリックし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力内容の確認と訂正画面が表示されます。 
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＜出力内容の確認と訂正・申請者情報＞画面      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

保険料算出結果などが表示されており、この画面でも修正は可能です。 

システム上四則演算プログラムが組まれているため、整合性がとれない数値を入力するとエラーになり

先に進めることができません。 

 

＜出力内容の確認と訂正・事業所等情報＞画面 

各種区分と宛先が空欄の場合は入力してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容を確認し「次へ」をクリックします。 
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データの出力（最終確認）画面が表示 

されます。 

電子納付の有無にかかわらず、仕様として 

「振込者氏名カナ」の入力が必要です。 

 

 

 

 

 

内容を確認し「作成」をクリックすると 

一括申請データが作成されます。 

最後に、ロボ Zero へまたは 

社労法務イージアをクリックして 

申請を行います。 

 

 

 

申請した案件の確認は、電子申請したツール（「6.社保雇用業務」内「社労法務イージア API」または

「ロボゼロ」）で確認をしてください。 

 
 
 




